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1

（１）駐車場法施行令第７条第１項第３号では自動
車の駐車の用に供する部分の面積が６０００㎡以上
の路外駐車場にあっては、縁石線又はさくその他こ
れに類する工作物により自動車の出口及び入口を設
ける道路の車線が往復の方向別に分離されている場
合を除き、自動車の出口と入口とを分離した構造と
し、かつ、それらの間隔を道路に沿って１０ｍ以上
とすることと規定されておりますが、交通量が少な
い道路、車線の往復分離ができない幅員の道路な
ど、多様な道路状況がある中でいかなる道路状況に
おいても出口と入口を分離し、１０ｍ以上の離隔と
しなければならないと解釈すべきなのかご教示願い
ます。当市としては、出入口の分離は、道路状況に
よっては道路通行車両と駐車場から出入する車両と
の交錯箇所が増加し、逆に安全上問題が生じる場合
があると考えております。

（２）また、上記の除外規定として駐車場法施行令
第７条第４項では、自動車の出口又は入口を道路内
に設ける場合における当該自動車の出口（出口付近
を含む。）又は入口については、適用しないと規定
されているところですが、駐車場法の逐条解説によ
ると、道路内に自動車の出入口が設けられる場合と
は、交通広場、駅前広場、あるいは広幅員道路に地
下駐車場の出入口が設けられる場合と記載されてお
ります。当該除外規定は、この３パターン以外には
適用されないと理解してよろしいかご教示願いま
す。

（１）現行の規定では、入出庫車両の錯綜を防ぐ観
点から、１０ｍ以上の離隔の確保必要であると考え
ます。

（２）駐車場の出口及び入口が道路内に設けられる
場合であれば、この３パターン以外でも適用される
ものと考えます。

2

　古い年代に建築された立体駐車場について、駐車
マスや車路幅について利用者の利便性を考えた改修
（全面的に構造までの改修ではない）を実施するに
あたって、建物の構造上の問題（柱が中途半端な場
所にあったりなど）により技術的基準を１００％ク
リアできない届出若しくは相談があった場合、どの
ように取り扱えばよいか？

※技術的基準不適合駐車場を整備検討するにあた
り、どうしても基準に沿わない整備も可能か？（例
えば、車路幅が技術的基準どおりに若干とれないな
ど。この場合、駐車ますの寸法を軽自動車専用にし
てまで車路幅を確保しなければならないか？）

※駐車マス・車路の見直しだけを行うようなもので
あっても、「法令や技術的基準によらなければなら
ない」とある以上、基準の中にあるそれ以外の項目
（換気装置や照明装置他）についてもその際一緒に
適合させるようにしなければならないか？

　路外駐車場を利用する自動車の安全及び道路交通
との調整を図る観点から、駐車場法施行令に規定さ
れた基準への適合が必要であると考えます。

3

駐車場施行令第１３条照明装置について、建築物
の屋上部を駐車場として使用する場合、屋上部は建
築物内ではないため平面駐車場と同様であるとも考
えられるので、屋上部に必ず第１３条を適用しなけ
ればならないか。

照度を保つために必要な場合は、屋上部であって
も、照明装置を設ける必要があると考えます。

駐車場関係施策に関する質問への回答等
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　現行の規定では、緩和できないものと考えます。

5

駐車場法施行令第７条第１項第１号において、駐
車場の出入口は、幅員６ｍ未満の道路に設けること
が禁止されています。第２５回全国駐車場政策担当
者会議質問回答集では、「駐車場出入口を設ける道
路とは、交差点から交差点までの区間を対象にする
ことが必要と考えています。」と示されています
が、下図のように、一方通行道路に駐車場入口が設
置されている場合、駐車場出入口を設ける道路を、
交差点から交差点までの区間ではなく、駐車場への
出入りを含めた一定の交通の流れを円滑に処理する
ことが見込まれる区間として、交差点から入口まで
の区間であると考えることは可能でしょうか。

ご指摘のようなケースでは、６ｍ以上の道路幅員
の確保が必要である範囲を交差点から駐車場入口ま
でとすることも考えられますが、一方通行は交通規
制によるものであり、その担保性が不透明であると
考えられるため、公安委員会と別途協議されること
が望ましいと考えます。

4

駐車場法施行令第７条（自動車の出口及び入口に
関する技術的基準）のうち、第１項第１号ホ「幅員
が６メートル未満の道路」の運用について

上記について、駐車場法第１１条の適用を受ける
駐車場（駐車の用に供する部分の面積が５００㎡以
上のもの）のうち幅員６ｍ未満の道路にしか接して
いない駐車場の場合、当会議質問回答集を運用の参
考として、出入口を設ける道路については「交通処
理の可能となる交差点から交差点までの区間を６ｍ
以上」とするよう求めています。

ただし、以下のように周辺の状況によっては画一
的な対応をすることが不合理となる場合もあるため
対応に苦慮しています。
１）既存の道路を拡幅することで集落内に車を誘導
する恐れがある場合
２）６ｍ未満の道路を挟んだ別の駐車場への連絡用
に出入口を設ける場合

道路管理者や地元公安との調整がとれた場合、こ
の基準の運用を緩和することはできないでしょう
か。

駐車場Ａ

駐車場Ｂ

６ｍ未満の道路
道路管理者や公安と協議

が整った場合、駐車場Ａ

から駐車場Ｂへ移動する

ための連絡用出入口を設

けることはできないでしょ

うか？

２）の補足
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6

　附置義務駐車施設に関して、百貨店その他店舗に
当たる用途の建築物に対して、駐車場法に基づき策
定された各都市駐車場条例（以下「条例」とす
る。）により、駐車施設の附置義務が発生するとと
もに、大規模小売店舗立地法（以下「大店法」とす
る。）に基づく駐車場の設置が義務付けられている
ことから、事業者からすれば、二重行政とも捉えら
れる手続を行っていることになります。
　また、駐車場法解説【改訂版】（平成１７年出
版）によると、駐車場法では負担の公平性から、駐
車需要の起因を作る建築主において、駐車施設の一
部を負担させることが適切であることから附置を義
務づける規定をしているとあります。大店法では、
一般的に条例による附置義務台数以上の駐車場を確
保する必要があるため、大店法による駐車場確保に
おいて、駐車場法による駐車施設の附置義務が担保
できるものとも考えられます。
　以上を踏まえて、条例の改正により、百貨店その
他店舗については、大店法の届を出すことによって
条例の届が終えたものとみなす又は附置義務の対象
外施設とすることを考えた場合、駐車場法及び関連
法令等において、法上の不整合や問題等があるか御
教唆願います。

　駐車施設の附置義務は各地方公共団体の条例で規
定されるものですので、各地方公共団体において適
切に判断すべきものと考えます。
　条例の制定に当たり、関係法令との調整が必要で
ある場合には、必要に応じて、各地方公共団体の関
係部局等と連携・調整願います。

7

本市では、大型施設（ホール等）に付属する附置
義務駐車場の建替えを検討していますが、施設を稼
動させた状態で駐車場だけを建替えるため、建替期
間中の附置義務駐車場確保に苦慮しております。
つきましては、建替期間中、代替の附置義務駐車

場を必ず確保する必要があるのか（確保する場合、
膨大な費用が必要）、また、物理的に附置義務の台
数を確保できない（代替駐車場用地が周辺にない
等）場合の対応について、ご教示願います。

各地方公共団体の附置義務条例にもよりますが、
一般論として、駐車場の建替え期間中であっても、
施設が稼働していれば駐車需要が発生するため、周
辺道路における路上駐車や交通渋滞を引き起こすこ
との無いよう、必要な措置を講じるべきと考えま
す。

8

附置義務条例における交差点内における出入口設
置の取扱について、他都市の状況等を把握していま
したら、ご教示願います。

附置義務条例が制定されている１９８市区町村を
対象に調査（平成２７年２月実施）しましたとこ
ろ、以下の結果となっています。
　○交差点内における出入口設置の取扱いについて
　　　規定あり　　２６市区町村
　　　規定なし　１７２市区町村

9

平成２６年８月１日国都街第５６号通知の標準駐
車場条例第３０条第２項の規定により認定を受ける
場合は、あらかじめ申請書を市長に提出しなければ
ならないとなっていますが「あらかじめ」の時期は
いつと考えればよいでしょうか。
本市では新築等の建築確認申請が必要な場合、確

認申請までに認定が必要と判断しております。

　各地方公共団体において適切に判断願います。

10

路外駐車場が一般公共の用に供するかどうかの判
断において、物流倉庫・来客用駐車場がある工場
等、利用対象者が会社関係などに限定される場合は
どうなるでしょうか？

駐車場の利用者を当該工場の利用者に限定し、そ
の他の者の利用を排除している場合以外は、一般公
共の用に供されているものと解されます。

11

駐車場法に基づく駐車場（規模５００㎡以上）
で、敷地内施設利用者のみが使用する駐車場は届出
の対象外となりますが、施設営業時間外に臨時的に
有料で一般公共の用に供する場合、駐車場法の届出
が必要となるでしょうか。

一時的又は短時間であっても、駐車場法第１２条
の要件に該当するのであれば、届出が必要になりま
す。
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12

　路外駐車場に該当しない専用駐車場について、一
般の利用を排除しない限り、それは「一般の公共の
用に供する」と解されると解説本にあります。
　駐車場管理者が専用駐車場であると主張する限り
は、完全な排除ができていると見受けられなくと
も、それは専用駐車場で構わないのでしょうか。
それとも行政側が指導を行うべきなのでしょうか。
　指導するのであれば、路外駐車場として手続きを
促すのか、それとも専用駐車場として一般利用排除
を促し、それをどこまで徹底すべきなのか、考え方
をお示しして頂けないでしょうか。

　駐車場の利用者を限定し、その他の者の利用を排
除している場合以外は、一般公共の用に供されてい
るものと解されます。
　駐車場法第１２条の要件に該当しているにも関わ
らず、届出を怠っている場合は、まずは駐車場管理
者に対して関係条文を情報提供し、届出を促すこと
が適当と考えます。

13

　事業者から、駐車場法に基づく届が不要となる専
用駐車場について、都市により取り扱いが違うこと
を指摘を受ける又は何をしたらよいか具体例を提示
して欲しいとの問い合わせもあり、返答に苦慮して
いる場面があります。
　本担当者会議において、過去から一般公共の用に
供するかどうかの判断において、専用駐車場とみな
す場合の具体例としては、管理人等が一般の利用を
排除していることが挙げられていますが、この他に
具体例をいくつか示していただくことはできないで
しょうか。

　一般公共の用に供されていない場合とは、駐車場
の利用者を限定し、その他の者の利用を恣意的に排
除している場合を指します。
　具体的には、出入口に管理人等を置き、一般の利
用者を排除している場合などが挙げられます。
　その他の場合については、駐車場の管理・運営の
状況等に鑑み、各地方公共団体において個別に判断
していただく必要があります。

14

　駐車場法解説（改訂版）によれば、「一般公共の
用に供する」と解されない駐車場については、専用
駐車場との明示に加え、例えば駐車場の出入り口で
管理人等が一般の利用を排除しているなどといった
例示がなされているが、例示以外で具体的にどのよ
うな運用を行えば、厳密に建物の利用者のみの利用
に限定されていると解することができるか事例をお
示し願いたい。(例えば、専用駐車場の明示と管理
規定のみでも可能であるか。）

　専用駐車場と明示し、管理規程において駐車場の
利用者を限定する旨が規定されている場合であって
も、その他の者の利用を恣意的に排除することがで
きない場合は、一般公共の用に供されているものと
解されます。

15

ひとつの施設において、複数の路外駐車場が設置
される場合の取扱いについてご教示願います。

例）大規模商業施設等において、第一駐車場、第二
駐車場と隔地に複数の駐車場を設置する場合

設置される各駐車場の駐車マス面積が５００㎡を
超える場合、それぞれの駐車場について、法１１条
に定める技術的基準への適合及び法１２条に定める
設置の届出が必要となるのでしょうか。

ご指摘のとおり、各駐車場ごとに駐車場法第１１
条に定める技術基準への適合義務及び第１２条に定
める届出義務が生じます。

16

路外駐車場設置届出書について、「附帯業務のた
めの施設」を記述させている理由と記述すべき項目
（事例）を教えてください。例えば、自動販売機や
電気自動車の充電機械などの場合は当該欄に記述す
るべきでしょうか？

管理規程において、路外駐車場の業務に附帯して
行う燃料の販売、自動車の修理その他の業務の概要
に関する事項を定めることとされており（駐車場法
施行規則第３条第２号）、その内容を届出書にも記
載することとしています。
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17

公営駐車場において指定管理者制度を導入し、利
用者ニーズに対応した質の高いサービスの提供に努
めています。
そのような中で、長期滞留車両への対応が問題と

なっています。長期滞留車両を放置することは、駐
車場の収入に影響するだけでなく、放置することに
より利用者が安心して利用できる環境（治安面）で
はなくなることから、早急な対応が重要であり、当
該車両の移動・出庫手続き、ルール化について検討
していく必要があると考えています（どこまでを指
定管理者の責務で対応を依頼し、どこからが施設所
有者としての責務で対応すべきかなど）。
つきましては、指定管理者制度を導入されている

駐車場において、長期滞留車両の移動・出庫手続
き、ルール化を検討している、又は実施している事
例がございましたら、ご教示ください。

附置義務条例が制定されている１９８市区町村を
対象に調査（平成２７年２月実施）しましたとこ
ろ、以下の結果となっています。
　○指定管理者制度が導入されている駐車場に
　　おいて、長期滞留車両の移動・出庫手続きに
　　ついて
　　　ルール化している　　　２９市区町村
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